


答申

　市では、市町村の区域内で発生する家庭から排出されるすべてのリチウム蓄電池等の回
収体制を構築することを求める国通知に対応するため、令和８年度から、「蓄電池類」
「蓄電池を使用した製品」「乾電池類」「水銀使用製品」の拠点回収を開始することとし
ています。
　市民が安全・安心な生活を送るためには、適正な一般廃棄物の処理体制の構築は必要不
可欠なものであり、資源化品目を追加することは、市が目指す資源循環型社会の形成とい
う将来像の実現につながるものであります。また、排出量や排出頻度が推測できない現時
点においては、拠点回収とイベント回収による対応も妥当と考えます。
　このため、当審議会といたしましては、諮問のあった「会津若松市一般廃棄物処理基本
計画の追補（案）」について、内容を適切と判断し、一部文言整理の上、認めるものであ
ります。
　また、当審議会において、以下の意見も出されており、制度運用に際して、これらも参
考にされるようお願いいたします。

【附帯意見】

１　市民啓発
　市民等への啓発に際しては、ごみ処理施設での発煙・発火事例などもふまえて、リ
チウム蓄電池等の資源化の意義や具体的な資源化の流れ、品目ごとの回収場所や出し
方について、分かりやすい表現とすることや、ごみカレンダー・ごみ情報紙へらす
べぇ・市政だより・ホームページ等、様々な媒体・機会を活用することで、市民の理
解促進に努めること。

２　排出の利便性の向上
　排出頻度が高いと思われる「乾電池類」に関しては、市民の利便性の向上のため、
より市民の生活に近い場所での回収が望ましいことから、将来的には、回収場所を環
境共生課だけでなく、支所・市民センター等にも広げることを検討すること。
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一般廃棄物処理基本計画
（ごみ処理基本計画）
【追補（案）】

令和８年　月

会津若松市
　



　国からの市町村に対するリチウム蓄電池等の回収体制構築の要請及び会津若松地方広域市町村

圏整備組合環境センターにおける令和８年度以降の「蓄電池類（蓄電池を使用した製品を含

む）」「乾電池類」「水銀使用製品」の新たな方式での中間処理の対応開始に伴って、資源化品

目の拡大を行うため、一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理基本計画）【令和３年４月策定の改訂

版】と【令和５年11月策定の追補】、【令和７年２月策定の追補】に次の事項を追加及び補正す

る。

１　計画の基本的事項　　　　　　　　　　追加補正なし

２　市勢の概況　　　　　　　　　　　　　追加補正なし

３　ごみ処理の実態　　　　　　　　　　　追加補正なし

４　前期計画の評価と課題　　　　　　　　追加補正なし

５　計画の基本方針と目標　　　　　　　　追加補正なし

６　ごみ減量化施策　　　　　　　　　　　追加補正なし

７　後期計画の目標達成のための重点事項　追加補正なし

８　持続可能なごみ処理体制に関する基本的事項

　⑴ 分別収集の種類及び区分

　　①家庭系ごみの表を次のとおり改める。

　　　◆表8-1　家庭系ごみの分別収集の種類及び区分
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⑵ ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

　　①収集形態等の表を次のとおり改める。

　　　

 ◆表8-3　家庭系ごみの収集形態等

９　計画の進行管理　　　　　　追加補正なし
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